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公益社団法人アニマル・ ドネーション

代表者 峯岸 衣里 殿

内閣総理大臣

岸 田 文雄

税額控除に係 る証明書

貴法人が、租税特別措置法施行令第二十六条の二十人の二第一項に規定す る

要件を満た していることを証明 します。

本証明書に係 る有効期間は、以下のとお りです。

令和 5年 5月 29日  から 令和 10年 5月 28日  まで

r、


